
 

 

 

 
 
 

 

 
学校の教職員だけでは難しい地域の災害特性を十分に考慮した学校防災マニュアルの 

見直しや、地域と連携した持続可能な学校防災体制の構築等を進めるにあたって、学校 
防災の専門家（学校防災アドバイザー）が具体的なアドバイスを提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

その他、教職員の高い防災意識の醸成と災害対応力を高める校内研修の講師 など 
 
 

 

 

【相談方法】 「様式第１号 学校防災に係る相談シート」に、必要事項を記載の上、 

下記お問い合わせ先へメールにて相談ください。 

【相談シート掲載ホームページ】 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hotai/bousaisoudan.html 

【費用等】無料   ※詳細は、裏面参照ください。 

 

 

学校防災マニュアルの見直しや地域と連携した学校防災体制の構築に向けて 

 

学校外への避難を検

討しているが適切な

のか検証したい。 

地域住民との災害特

性の把握に専門的な

知見を生かしたい。 

地域と連携した防

災の取組の助言を

得たい。 

 まずは、下記の相談窓口に相談を！！ 

【お問い合わせ】 
宮城県教育庁保健体育安全課 学校安全・防災班 電話０２２－２１１－３６６９ メール hokenaa@pref.miyagi.lg.jp 

学校防災アドバイザー派遣に係ることも、お気軽に相談を！！ 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/hotai/bousaisoudan.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 相談だけでも構いません。相談内容に応じ、専門的知見によるアドバイス等が必要な場合には、学校防災
アドバイザー派遣による助言等を検討します。その際、改めて、学校防災アドバイザーの派遣申請を提出し
ていただきます。 

 

○ 窓口への相談は、何度でも構いません。学校防災アドバイザーの派遣は、同一校で、概ね１～３回程度、 
１回につき、２時間程度を想定しています。派遣後は、報告書の提出をお願いします。 

 

 

 

○ 学校防災アドバイザー派遣に係る謝金及び旅費は、県教育委員会から支出しますので、学校からの支出は
ございません。 

Ｑ 相談だけでもいいの？ 

Ｑ 謝金・旅費はかからないの？ 

 Ｑ 学校防災アドバイザー利用回数は決まっているの？ 

宮城県教育委員会 

防災教育推進キャラクター 

「まもっぺい」 

～宮城の子どもたちの、安心・安全を守る～ 

 
 

○ 宮城県内の公立学校（仙台市立学校を除く）が対象です。 
○ 県立学校は直接、市町村立学校は、所管している教育委員会を経由して相談ください。詳しくは、宮城県
教育庁保健体育安全課ホームページを御覧いただくか、電話でお問い合わせください。 

Ｑ 誰が利用できるの？ 


